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 別記様式（第３条関係）  

会  議  録（１）  

会議の名称  令和５年度  第１回桶川市いじめ防止連絡協議会  

開催日時  
令和５年７月２５日（火）  

（開会）午後３時３０分（閉会）午後４時５０分  

開催場所  桶川市役所  会議室４０２  

主宰者の氏名   

議長の氏名   

出席者氏名  

（委員）  

教育部長、秘書広報課長、子ども未来課長、安心安全課

長、人権・男女共同参画課副課長、生涯学習・スポーツ推

進課長、桶川市立小・中学校長会長、中央児童相談所長、

桶川市ＰＴＡ連合会長、上尾警察生活安全課長  

欠席者氏名  

（委員）  

保育課長、桶川市青少年問題協議会委員  

説明員氏名   

事務局職員  

職名及び氏名  

学校支援課長、学校支援課主幹兼指導主事  

会  

 

議  

 

事  

 

項  

議  題   

１  開会  

２  委嘱状の交付  

３  会長あいさつ  教育部長  

４  委員紹介  

５  副会長選出  

６  資料説明・協議等  

（１）いじめ防止対策推進法について  

（２）いじめ防止対策推進法に基づく桶川市の取組  

（３）桶川市等のいじめに係る現状  

（４）いじめ防止への取組（各課および機関より情報提供）  

（５）いじめ防止に向けた啓発と研修について  

（６）その他  

７  閉会  

決定事項等   

 

配布資料  ・次第  ・委員名簿、座席表  
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（１）知っていますか「いじめ防止対策推進法」  

（２）いじめ防止対策推進法（概要）  

（３）いじめ防止連絡協議会規則  

（４）学校いじめ防止基本方針（桶川市立桶川小学校）  

（５）桶川市いじめ防止基本方針   

（６）学校の生活アンケート  

（７）桶川市等のいじめに係る現状  

（児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査等より）  

（８）いじめ防止ポスター（案）  

（９）いじめの防止・早期発見・早期対応のために  

（桶川市いじめ防止連絡協議会）  

（ 1 0）桶川市子育てガイドブック  
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会  議  録（２）  

     議  事  の  経  過  

発言者  発  言  内  容  
司会  
 
司会  
 
会長  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
司会  
 
司会  
 
 
 
 
 
 
事務局  
会長  
委員  
 
 
事務局  
会長  
委員  
 
 
事務局  
会長  
委員  
 
事務局  
 
委員  
事務局  
 
 
事務局  
会長  
委員  
 
 
 
 
 

１  委嘱状の交付  
 
２  開会  
 
３  会長あいさつ（教育部長）  

本協議会の役割は、「いじめ防止等のための取組に関する関
係機関・団体との連絡調整」であること。  

本市小・中学校においては、教職員によるいじめ見逃しゼロ
となるよう、早期発見、早期解決に取り組んでいるところであ
る。  

いわゆる社会通念上の「いじめ」といじめ防止対策推進法に
おいて定義している「いじめ」は区別しなければならない。い
じめを見落とさず、見逃さず、子どもを守っていく必要があ
る。  
 
４  委員紹介  
 
５  副会長選出  

事務局案を了承。  
副会長に桶川市立小・中学校長会長、桶川市ＰＴＡ連合会長   

を選出した。  
 
６  協議等  
（１）いじめ防止対策推進法について  

資料に基づき説明。  
事務局の説明に質問、意見はあるか。  
質疑・意見なし  

 
（２）いじめ防止対策推進法に基づく桶川市の取組  

資料に基づき説明。  
事務局の説明に質問、意見はあるか。  
質疑・意見なし  

 
（３）桶川市等のいじめに係る現状  

資料に基づき説明した。  
事務局の説明に質問、意見はあるか。  
桶川市のいじめ認知件数は、学校生活アンケートの結果によ

るものか。  
学校生活アンケート以外で認知したものもある。「児童生徒

の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」結果である。  
いじめ認知の数字は、「人数」か「件数」か。  
認知件数である。  

 
（４）いじめ防止への取組について  

資料に基づき説明した。  
事務局の説明に質問、意見はあるか。  
子育てガイドブックを作成している。相談窓口がまとめられ

ているページがあり、様々な相談を受けている。昨年度は、小
中学生向けに相談窓口を紹介するカードを作成し配布した。小
中学生から直接相談を受けたケースも２件あった。  
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     議  事  の  経  過  

発言者  発  言  内  容  
 
事務局  
 
司会  
 
 
 
委員  
 
 
 
 
 
委員  
 
 
 
 
委員  
 
 
 
 
 
 
委員  
 
 
 
 
 
委員  
 
 
 
委員  
 
 
 
 
 
委員  
 
 
 
 
委員  
 
 
 
 
会長  
 
 
司会  

（５）いじめ防止に向けた啓発と研修について  
資料に基づき説明。  

 
本日の協議をもとに委員が感じたこと・考えたこと、事務局

が提示したポスター案について、グループ協議をお願いした
い。その後、協議したことについて共有を図りたい。  
 

ポスター案としては、第２案が良い。ネットいじめのことに
触れられていないが、学校外でも発生することについて触れた
らよいのではないか。パンフレットに記載のある「子どもの人
権１１０番」以外にも、「みんなの人権１１０番」もあるとい
う話題が出た。  
 

警察への相談件数は１５件あった。小学生も、 S N S を通じた
ネットいじめが発生している。スマホの所有率が５割を超える
のは１０歳であり、小学校５年生ですでに過半数が持っている
こととなる。  
 

いじめ防止ポスターは、いじめを意識できるようにメッセー
ジ性を持たせるとよいのではないか。いじめに気付いたらどう
したらよいかの部分も必要である。また、中学生向けに作成す
るのであれば、ハラスメントの視点も入れるとよい。社会に出
ると、相手が嫌だと思えば、即ハラスメントとなる。関係各課
での情報共有がうまくできる仕組み作りも必要だ。  
 

ポスター案としては、第２案が良い。どうすればよいかの解
決方法も示せるとなおよい。 S N S を通じたいじめは深刻化して
おり、発見に時間を要する。８月２３日から２９日までの「子
どもの人権強化週間」の取組についても、より子供に届くよう
に P R をしていきたい。  
 

S N S によるネットいじめとは、どういういじめ方なのか知り
たい。新しいいじめの形態であると思われる。どう深刻化して
いるのか。実際に起こっている現実を教えていただきたい。  

 
例えば L I N E では、なりすまし、一人に対して集団で悪口を

言う、グループ外しなどがある。 L I N E の中は、学校も保護者も
知らない部分であり、見ていないところで何をやっているのか
わからないというのが怖い部分である。情報収集が重要となっ
てくる。  

 
侮辱罪や名誉棄損罪を問う場合、公然性が判断基準となって

くる。公然性とは、不特定で多人数ということ。 L I N E のメンバ
ーは、「特定」であり、「不特定」にはあたらないため、事件
とならない。書き込みについては、削除要請をするしかない。  
 

相談窓口に、実際に電話をかけるというのは、とてもハード
ルの高いことである。電話以外の手段で相談できる窓口があれ
ば紹介してもらえると良いのではないか。  
 
（６）その他  

よい意見交流ができ、実りある会議となった。いじめ防止は
喫緊の課題であるので、本協議会でよりよくしていきたい。  
 
７  閉会  
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